
○ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 八 年 総 務 省 令 第 百 五 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 新 旧 対 照 表         （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 

  

   附 則    附 則 

１ （ 略 ） 

 

１ （ 略 ） 

２ こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 平 成 二 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限

り 、 施 行 規 則 第 四 条 の 四 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 超 広 帯 域 無 線 シ ス テ ム

の 無 線 局 （ 三 ・ 四 GH
z

以 上 四 ・ 八 GH
z

未 満 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の

に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 改 正 後 の 第 四 十 九 条 の 二 十 七 第 九 号 に 規 定 す る

干 渉 を 軽 減 す る 機 能 を 有 す る こ と を 要 し な い 。 

 

２ こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 平 成 二 十 二 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限

り 、 施 行 規 則 第 四 条 の 四 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 超 広 帯 域 無 線 シ ス テ ム

の 無 線 局 （ 三 ・ 四 GH
z

以 上 四 ・ 八 GH
z

未 満 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の

に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 改 正 後 の 第 四 十 九 条 の 二 十 七 第 九 号 に 規 定 す る

干 渉 を 軽 減 す る 機 能 を 有 す る こ と を 要 し な い 。 

３ （ 略 ） ３ （ 略 ） 

 

４ 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 同 項 に 規 定 す る 期 間 の 末 日 に

お い て 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 を 現 に 受 け て

い る も の 及 び 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 設 計 認 証 を 現 に

受 け て い る 工 事 設 計 に 基 づ く も の は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 も 、 な

お 同 項 に 規 定 す る 機 能 を 有 す る こ と を 要 し な い 。 

 

  

 

 


